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第７ 内装制限・防火材料 

 

 

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律（平成１１年法律第８

７号）が平成１２年４月１日に施行されたことに伴い、これまでの建設省等の通達等

の取扱いについては建築主事等の執務上の取扱いによることとなった。 

 

１ 防火材料 

(1) 不燃材料（建基法第２条第９号） 

建築材料のうち、不燃性能（通常の火災時における火熱により燃焼しないこと

その他建基政令第１０８条の２で定める性能をいう。）に関して、次に掲げるも

のとすること。 

ア 建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後２０分

間次に掲げる要件（建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、(ｱ)及び(

ｲ)）を満たしているもので、国土交通大臣が定めた構造方法（平成１２年建設

省告示第１４００号）を用いるもの 

(ｱ) 燃焼しないもの 

(ｲ) 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないもの 

(ｳ) 避難上有害な煙又はガスを発生しないもの 

イ 国土交通大臣の認定を受けたもの 

(2) 準不燃材料（建基政令第１条第５号） 

ア 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後１

０分間(1)・アの要件を満たしているもので、国土交通大臣が定めた構造方法（

平成１２年建設省告示第１４０１号）を用いるもの 

イ 国土交通大臣の認定を受けたもの 

(3) 難燃材料（建基政令第１条第６号） 

ア  建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後５

分間(1)・アの要件を満たしているもので、国土交通大臣が定めた構造方法（平

成１２年建設省告示第１４０２号）を用いるもの 

イ 国土交通大臣の認定を受けたもの 
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２ 内装制限を受ける建築物等 

建基法第３５条の２により内装制限を受ける建築物、部分等については、別表の

とおりであること。 
 

３ 調理室等の火を使用する場合の取扱い 

(1) 建基法第３５条の２の規定により内装制限を受ける調理室等は、その壁及び天

井の室内に面する部分の仕上げを次のア又はイに掲げる仕上げとしなければなら

ないこと。 

ア 準不燃材料 
イ (1)に掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土

交通大臣が定める材料の組合せによってしたもの 

(2) 建基政令第１２８条の４第４項の「内装の制限を受ける調理室等で火を使用す

る場所」の取扱いは次によること。 

ア 火気使用部分とその他の部分とが一体である室については、天井からおおむ

ね５０㎝以上下方に突出した不燃材料で作り又は覆われた垂れ壁、その他これ

に類するもので当該部分が相互に区画された場合を除き、その室のすべてを内

装制限の対象とするものであること。 

イ  季節的にストーブを用い又は臨時的にコンロ等を用いる室は、内装制限の対

象とならないものであること。 

ウ  暖炉、炉等を壁等の建築物の部分として設けた室については、その使用が季

節的なものであっても内装制限の対象とするものであること（昭和４６年１月

２９日 建設省住指発第４４号）。 

エ 電磁誘導加熱式調理器は、火気を使用しないため、建基法第３５条の２に規

定される「その他火を使用する設備若しくは器具」に該当しないことから、内

装制限が適用されない。ただし、条例等による規制については、電気を熱源と

する火気使用設備・器具として適用することに留意すること。 

 

４ 組合せによる内装仕上げ 

(1) 天井を不燃材料で仕上げ、かつ、壁の一部を木材等を用いた仕上げとする場合

等、これまでの規定と異なる方法によった場合でも同様の効果が期待できる場合

であることが判明しているため、国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣

が定める材料の組合わせによる内装の仕上げができること。 

(2) 難燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げが、平成１２年建設省告示第１４
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３９号で次のように定められたこと。 

ア 建基政令第１２８条の５第１項第１号ロ及び同条第４項第２号に規定する難

燃材料でした内装の仕上げに準ずる材料の組合せは、次に定めるものとするこ

と。 

(ｱ) 天井（天井のない場合においては、屋根）の室内に面する部分（回り縁、

窓台その他これらに類する部分を除く。）にあっては、準不燃材料で仕上げ

ること。 

(ｲ) 壁の室内に面する部分（回り縁､窓台その他これらに類する部分を除く｡）

にあっては、木材、合板、構造用パネル、パーティクルボード若しくは繊維

板（これらの表面に不燃性を有する壁張り下地用のパテを下塗りにする等防

火上支障がないように措置した上で壁紙を張ったものを含む。以下「木材等

」という。）又は木材等及び難燃材料で仕上げること。 

イ 建基政令第１２８条の５第１項第１号ロ及び同条第４項第２号に規定する難

燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げの方法は、ア・（ｲ)の木材等に係る

仕上げの部分を次に定めるところによることとする。ただし、実験によって防

火上支障のないことが確かめられた場合においては、この限りでないこと。 

(ｱ) 木材等の表面に、火炎伝搬を著しく助長するような溝を設けないこと。 

(ｲ) 木材等の取付方法は、次のａ又はｂのいずれかとすること。ただし、木材

等の厚さが２５㎜以上である場合においては、この限りでないこと。 

ａ 木材等の厚さが１０㎜以上の場合にあっては、壁の内部での火炎伝搬を

有効に防止することができるよう配置された柱、間柱その他の垂直部材及

びはり、胴縁その他の横架材（それぞれ相互の間隔が１ｍ以内に配置され

たものに限る。）に取り付け、又は難燃材料の壁に直接取り付けること。 

ｂ 木材等の厚さが１０㎜未満の場合にあっては、難燃材料の壁に直接取り

付けること。 

 

５ 照明器具カバー、装飾用角材等の取扱い 
(1) 壁又は天井の照明器具のカバー等で、壁又は天井面に占める表面積の１／１０

を超える場合は内装制限の対象とすること（昭和４４建設省住指発第１４９号、

昭和４５年建設省住指発第３５号）。 

(2) 次に掲げるものは、内装制限の対象としないことができるものであること。 

ア 壁、天井面に装飾用として設けた小規模の角材等（格子天井、よしず天井の

ように天井の一部を構成しているものを除く。） 
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    イ 和室のさお縁、天井のさお縁 

 

６ 居室から地上へ通じる通路の取扱い 
建基政令第１２８条の５中の「その他の通路」には、「通路入口等に属するロビ

ーの類」、「避難専用通路」、「避難上必要な他の用途部分の通り抜け部分」等が

含まれるものであること（昭和４４年建設省住指発第１４９号）。 

 

７ 消防法令上の内装制限 

(1) 建基法令上では、床面から１．２ｍ以下の部分は規制の範囲の対象としていな

いが、消防法令上にあっては、床面から規制の対象範囲になること。 

(2) ５の取扱いについては、消防法令上も適用できること。 

(3) 次のアからウに掲げるものについては、エに掲げる内装規定の適用にあたって室

内に面する部分として取り扱わないものであること。 

 ア 次の(ｱ)及び(ｲ)に該当する押入れその他これに類するものの壁及び天井 

(ｱ) 主要構造部を耐火構造とした防火対象物に存すること。 

(ｲ) 収納等のために人が内部に出入りするような規模及び形態を有していない

こと。 

 イ パイプスペースその他これに類するもで、人が内部に出入りするような規模

及び形態を有していないものの壁及び天井 

 ウ ユニットタイプの浴室内の壁及び天井 

エ 内装規定 

(ｱ) 政令第１１条第２項（屋内消火栓設備に関する基準） 

(ｲ) 省令第６条第２項 （大型消火器以外の消火器具の設置） 
(ｳ) 省令第１２条の２ （スプリンクラー設備を設置することを要しない構造） 

なお、第２項を適用するものにあっては、ア・(ｱ)による主要構造部の制限

を受けないものであること。 

(ｴ) 省令第１３条（スプリンクラー設備を設置することを要しない階の部分等） 

(ｵ) 省令第２６条第５項（避難器具の設置個数の減免） 

(ｶ) 特例基準等に関する規定 

なお、室内等に天井まで達しない間仕切りを設けた場合で、当該間仕切の

高さが高い場合（高さが２ｍ以上のもの）や床に固定された場合など、仕切

られた空間が、二つの別空間となるように設けられた間仕切りは、エの内装

規定の適用を受ける壁として取り扱うものであること。 
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８ 防火材料の表示  

(1) 成型品のマーク 

不燃材料、準不燃材料及び難燃材料（以下「防火材料」という。）として認定

  されたもののうち成型品（工場等で製造された規格品）については、工場等から

  の出荷の際、その表面又は包装に表示マークを附すことになっているので施工前

  に確認するよう指導すること。★ 

(2) 施工後の表示マーク 

認定された防火材料については、各室又はこれに準ずる用途上の区分ごとに２

か所以上に表示マークを附すよう指導すること。★ 

なお、表示マークについては、常時貼付しておくべきものではないが、明らか

に表面からのみでは防火材料の区分等が不明なものについては意匠上差し支えな

い場所（例えば点検口裏等）に貼付することで差し支えないこと。★ 

                               

９ 防火材料の施工上等の留意事項 

(1) 火気使用設備周囲に断熱性のない鉄板等の材料を使用したり、湿度の高い場所

にかさ比重が高い材料を使用すると、内装材料の防火性能が落ちることとなるの

で使用場所に応じた材料を選択すること。★ 

(2) 認定された防火材料には、使用条件が附されるものがあるので使用場所、施工

上の条件等を確認するものであること。 

(3) 内装の一部にプラスチック系の断熱材料を使用する場合は、直接室内にその表

面が表われないように（表面は断熱性を有する不燃材料で覆うこと。）するとと

もに引火点の低い接着剤が多く使われることからあらかじめ危険物の取扱いにつ

いて指導しておくこと。★ 

(4) 視認及び初期消火が困難となる場所に断熱材を施工する場合は、防炎性能を有

する外被を用いた不燃性の断熱材を使用すること。★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

防炎性能を有する外被が使用されている旨の表示 
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(5) 断熱材を施工した天井等の部分にダウンライトを設置する場合には、Ｓ形ダウ

ンライトを使用することを原則として指導すること。ただし、ダウンライトの製

造事業者が指定する施工方法により設置する場合はこの限りでない。★ 

※ Ｓ形ダウンライトとは、断熱材の施工に対し特別の注意を必要としないもの

であって、（一社）日本照明工業会規格に適合するものをいう。 
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〔資料〕    （一般社団法人 日本壁装協会発行の資料を参考とすること。） 

防火壁装材料 

防火壁装材料とは、壁紙単体ではなく、下地との組合わせによって防火性能が決

まる材料であり、同じ壁紙を用いた場合でも下地によって防火性能が異なる。この

ため、仕上げた状態では当該材料の防火性能の確認が困難である。この防火性能を

確認するものとして、「防火製品表示ラベル」（製品表示ラベル）と「防火施工管

理ラベル」がある。 

１ 防火製品表示ラベル 

   製品が製造工場から出荷される時に包装面に添付され、所定の下地と施工方法

に基づいて仕上げられた場合は防火材料として認定されていることを表すラベル。 
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２ 防火施工管理ラベル 

   壁紙を現場で施工した後に､仕上げた壁・天井に貼付して防火性能を確認できるラ

ベル。ラベルは、赤（不燃材料）、緑（準不燃材料）、青（難燃材料）の３種類があ

り、壁装施工団体協議会及び壁装研究会から発行される。 
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   なお、特有の施工方法を有する防火壁装材料（責任施工）については、赤（不燃材

料）、緑（準不燃材料）の２種類があり、日本壁装協会から直接発行される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


